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原議保存期間 20年（令和27年３月31日まで）

有 効 期 間 一種

警 視 庁 交 通 部 長
殿

警察庁丁運発第148号、丁交企発第93号

各 道 府 県 警 察 本 部 長 丁交指発第71号、丁規発第82号

（参考送付先） 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

警 察 大 学 校 交 通 教 養 部 長 警察庁交通局運転免許課長

各管区警察局広域調整担当部長 警察庁交通局交通企画課長

警察庁交通局交通指導課長

警察庁交通局交通規制課長

道路交通法施行規則等の改正に伴う運用上の留意事項について（通達）

令和６年11月13日に公布された道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

（令和６年内閣府令第98号。以下「改正府令」という。）及び交通の方法に関する

教則の一部を改正する告示（令和６年国家公安委員会告示第48号）の趣旨及び内容

については、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等について（通達）」

（令和６年11月13日付け警察庁丙運発第27号）で示されたところであるが、改正に

伴い、総排気量125cc以下の二輪車の最高出力を現行の原付と同等レベルの4.0キロ

ワット以下に制御した二輪車（以下「新基準原付」という。）を原動機付自転車免

許（以下「原付免許」という。）で運転することができるようになるところ、これ

に係る運用上の留意事項については下記のとおりであるので、改正府令が円滑かつ

適切に施行されるよう、事務処理上遺漏のないようにされたい。

記

１ 新基準原付に関する改正規定の内容

原付免許で運転することができる一般原動機付自転車（原動機付自転車のう

ち道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第２条第１項第10

号イに該当するものをいう。以下「一般原付」という。）には、改正府令制定前

から規定されている

○ 総排気量50㏄以下又は定格出力0.60キロワット以下の二輪のもの及び内

閣総理大臣が指定する三輪以上のもの。

○ 上記に該当するもの以外のものであって総排気量20㏄以下又は定格出

力0.25キロワット以下の三輪以上のもの。

に加えて、改正府令により、

○ 構造上出すことができる最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気

量125cc以下の二輪車。
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も同様に一般原付とされることとなった。

他方で、最高出力が4.0キロワットを超える総排気量50㏄超125cc以下の二輪

車は、引き続き普通自動二輪車に該当し、これを運転するためには普通自動二

輪車免許（小型限定を含む。）が必要となることに留意すること。

なお、改正府令の公布と同日に、道路運送車両法施行規則の一部を改正する

省令（令和６年国土交通省令第99号）が公布・施行され、新基準原付は、道路

運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）における原動機付自転車の区

分としても、一般原付に相当する第一種原動機付自転車として区分されること

となったことにも留意すること。

２ 外見識別関係

(1) ナンバープレートについて

改正府令の施行後は、総排気量50㏄超125㏄以下の二輪車について、

○ 一般原付に該当する最高出力4.0キロワット以下の新基準原付

○ 普通自動二輪車に該当する総排気量は同じでも最高出力が制御されてい

ない外見上は類似した異なる扱いの車両

とが並存することになる。

この点、総排気量125㏄以下の二輪車は、地方税法（昭和25年法律第226号）

に基づく軽自動車税を賦課するため、課税標識としてナンバープレートの交

付を受けなければならないことが、各市区町村の条例で定められている。ま

た、全ての都道府県の公安委員会規則で、法第71条第６号の委任を受けた公

安委員会が定める運転者の遵守事項として、原動機付自転車を運転するとき

は当該ナンバープレートを表示しなければならないことが定められている。

この課税標識であるナンバープレートの地の塗色は総排気量等に応じて区

別されており、一般原付に該当する総排気量50㏄以下の原動機付自転車に表

示されるナンバープレートの塗色は白色であるが、総排気量が50㏄超90㏄以

下の原動機付自転車のナンバープレートは薄黄色、総排気量90㏄超125㏄以下

の原動機付自転車のナンバープレートは薄桃色となっている（別添１参照）。

今般の改正府令及び道路運送車両法施行規則の改正を踏まえ、地方税法及

び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第

７号）により改正された地方税法では、新基準原付には改正府令の施行前の

一般原付と同様の軽自動車税を賦課することとされたため、最高出力が4.0キ

ロワット以下の新基準原付は総排気量50㏄超であるが、交付されるナンバー
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プレートは改正府令の施行前の一般原付と同様の白色となる。

このように、課税標識であるナンバープレートは、外見上の識別手段とし

て有効と考えられることから、交通指導・取締部門に周知を徹底すること。

(2) その他の識別手段について

道路運送車両法施行規則では、総排気量50㏄超125cc以下の二輪車を第二種

原動機付自転車としているところ、かつて関係省庁から二輪車業界に行われ

た要請により主要二輪車メーカーの生産する第二種原動機付自転車には、識

別のために後部に白色△印を、前部フェンダーに白帯を付している。今回の

道路運送車両法施行規則改正により、新基準原付は第一種原動機付自転車と

して区分されることになったため、これらの表示はされないことに留意する

こと。

また、主要二輪車メーカーの生産する原動機付自転車は、一般的に国土交

通大臣より型式認定を受けているが、第一種原動機付自転車と第二種原動機

付自転車は、型式認定番号標で区別することが可能（別添２①参照）である

ため、外見上は類似した新基準原付と普通自動二輪車を識別する手段の一つ

になると考えられることから、交通指導・取締部門において周知すること。

加えて、国土交通大臣による型式認定を受けない場合でも、国土交通大臣が

認めた機関が最高出力確認を行い、最高出力が4.0キロワット以下に抑えられ

ていることを証明する「最高出力確認制度」が設けられ、新基準原付に該当

する場合は、確認済みである証明シール（別添２②参照）を交付することと

なっていることから、併せて参照すること。

３ 販売事業者等と連携した広報啓発

(1) 販売事業者等と連携した周知

原付免許で運転できるのは、あくまでも最高出力が制御されることで現行

の原動機付自転車と同等といえる新基準原付に限られることから、あたかも

「出力を抑えていない総排気量125cc以下の普通自動二輪車が原付免許で運転

できる対象になった」との誤解が生じないよう、販売事業者等をはじめとす

る関係機関や関係団体と連携して、各種媒体（運転免許試験場等における掲

示、各都道府県警察のウェブサイトやSNS等）を活用し、周知の徹底に努める

こと。

また、新基準原付については、そのナンバープレートが一般原付と同じく

白色であること等による外見上の識別方法等についても、周知すること。
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(2) 取得時講習における周知

ア 法第108条の２第１項第６号に規定されている一般原付の運転に関する講

習を受講する原付免許新規取得者に対しては、改正府令に併せて交通の方

法に関する教則（昭和53年国家公安委員会告示第３号）も改正されたこと

を踏まえ、新基準原付に係る内容を説明するとともに、一般原付を購入す

る際には、総排気量に加えて最高出力も販売者等に確認するよう周知し、

原付免許で運転することができる車両や新基準原付に適用される法の規定

について誤解を生じさせないよう留意すること。

イ 法第108条の２第１項第４号に規定されている自動車の運転に関する講習

を受講する大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許の新規取得者に

対しても、上記アと同様に、新基準原付に係る内容を説明することに留意

すること。

４ その他の留意事項

(1) 交通規制関係について

新基準原付は、改正府令の施行後は一般原付に該当することから、特段の

措置を講じなくても、原付を対象とした交通規制の対象となる。また、新基

準原付は車体の大きさに係る規定は設けられていないが、改正府令の施行前

の一般原付と比べて排気量が大きくなることから、改正府令の施行前よりも

車体が大きい場合があることも踏まえ、補助標識等で「原付を除く」等とす

るなど、一般原付を個別に規制対象から除外し、又は規制対象とした交通規

制を実施している箇所について、必要に応じて規制対象を見直すなど、道路

環境等に応じた適切な交通規制となるよう対応すること。

(2) 法令の適用関係について

新基準原付は、一般原付に該当するものであり、従前、一般原付に適用さ

れてきた法の規定がそのまま適用されることから、

〇 原則として道路の左側端を走行すること（法第18条第１項）

〇 いわゆる二段階右折を行うこと（法第34条第５項）

〇 乗車用ヘルメットの着用を行うこと（法第71条の４第２項）

〇 法定速度は時速30キロメートルであること（道路交通法施行令（昭和35

年政令第270号）第11条）

〇 乗車人員は、一人を超えないこと（道路交通法施行令第23条第１号）

といった規定が適用されることに留意すること。
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また、新基準原付は道路運送車両法上は原動機付自転車に区分されるため、

引き続き高速自動車国道及び自動車専用道路を通行することはできないこと

に留意すること（高速自動車国道法（昭和32年法律第79号）第２条及び第17

条第１項並びに道路法（昭和27年法律第180号）第２条及び第48条の11）。

【参考資料】

別添１ 道路運送車両法の車両区分とナンバープレート

別添２ 型式認定番号標及び最高出力確認結果に係る表示について

別添３ 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令

和７年法律第７号）に係る官報（抜粋）

別添４ 新基準原付の課税上の取扱い等について（令和７年４月１日付け総税市

第28号）



車両区分 排気量等 定格出力 標識の色
ナンバー
プレート

税額

第一種原動機付
自転車

５０cc以下
又は

最高出力が4.0kW以下
の125cc以下

０．６kw以下 白色 2,000円

第二種原動機付
自転車

９０cc以下
（最高出力の規定なし）

０．８kw以下 黄色 2,000円

１２５cc以下
（最高出力の規定なし）

１．０kw以下 ピンク色 2,400円

道路運送車両法の車両区分とナンバープレート 別添１



別添２ 

 

① 第一種原動機付自転車と第二種原動機付自転車の型式認定番号標について 

※ 塗色は、紫色とすることとされている。 

 

【第一種原動機付自転車（新基準原付相当）の型式認定番号標】 

  ※ 型式認定番号は I－〇〇〇 

 

 

【第二種原動機付自転車（普通自動二輪車（小型二輪車））相当の型式認定番号標】  

  ※ 型式認定番号はⅡ－〇〇〇 

 

 
 

 

② 「最高出力確認済み」のシールについて 



P230001613
テキストボックス
別添３



P230001613
四角形
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総 税 市 第 ２ ８ 号 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

 

各 道 府 県 総 務 部 長 

東京都総務・主税局長  

 

総務省自治税務局市町村税課長 

総務省自治税務局自動車税制企画室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新基準原付の課税上の取扱い等について 

 

 

 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第７号。以下「令和７年改正法」という。）が令和７年３月 31 日に公

布、同年４月１日に施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもの

で、総排気量が 50cc 超 125cc 以下かつ最高出力が 4.0ｋW 以下のもの（以下「新

基準原付」という。）の軽自動車税種別割の税額が 2,000 円とされました。 

 新基準原付の課税上の取扱い及び課税標識（いわゆるナンバープレート）の取

扱いについて、下記のとおり通知しますので、貴都道府県内の市町村（特別区を

含む。）へ周知いただきますようお願いいたします。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な

助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 新基準原付の課税上の取扱いについて 

（１）令和７年度税制改正について 

  新基準原付については、令和７年改正法において、原動機の総排気量が 50cc

以下又は定格出力が 0.6kW 以下の原動機付自転車（特定小型原動機付自転車

を除く。以下「現行原付」という。）と同様に、軽自動車税種別割の税率は 2,000

円とされ、当該税率は、令和７年度以後の軽自動車税種別割について適用され

ることとなる。また、地方税法施行規則（昭和 29 年総理府令第 23 号）に定め

る申告書（以下「申告書」という。）の様式の改正等もあわせて令和７年４月

１日に施行された。 

殿 

P230001613
テキストボックス
別添４
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  なお、本改正に関連する法令改正として、令和６年 11 月 13 日に公布・施行

された道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令（令和６年国土交通省

令第 99 号）によって、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）

第１条第２項に定める第一種原動機付自転車において、新基準原付が規定さ

れている。また、同日に公布され、令和７年４月１日に施行された道路交通法

施行規則の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第 98 号）によっても

同様に、道路交通法施行規則（昭和 35 年総理府令第 60 号）第１条の２に定め

る一般原動機付自転車において、新基準原付が規定されている。 

 

（２）新基準原付に該当する車両の実務上の区別方法について 

  新基準原付については、道路運送車両法施行規則第１条第２項に定める第

二種原動機付自転車（総排気量 50cc 超 125cc 以下）の車両をベースに製造さ

れる見込みであるなど、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による

識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力（申告

書の様式に記載欄を追加）の確認に加えて、以下①又は②の方法によって判別

されたい。 

①  道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両につい

ては、譲渡（販売）証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

を確認する。 

②  型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和７年

４月から運用されている最高出力確認制度（別添参考資料を参照）に基づ

いて、確認実施機関（国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者）

が個々の車両ごとに発行する「最高出力が 4.0kW 以下であることの確認済

書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示（シール）の有無を

確認する。 

なお、上記にあわせて、新基準原付の取得者に対して、販売事業者等が譲渡

（販売）証明書を交付する場合には、同証明書に最高出力及び現行原付と新基

準原付の区分に関する記載欄が追加されており、同欄の確認によっても現行

原付と新基準原付の判別が可能となる。譲渡（販売）証明書の記載事項の追加

に関しては、経済産業省から関連業界団体に対して、記載内容に遺漏がないよ

う、別途周知されている。 

 

２ 課税標識について 

（１）標準様式について 

新基準原付における標準様式については、地方税法第 463 条の 15 第１項第

１号イに掲げる原動機付自転車と同様とする。 
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（２）施行日について 

上記１（１）のとおり、改正後の地方税法及び地方税法施行規則の施行日は

令和７年４月１日である。なお、国内大手メーカーは、現行原付への排ガス規

制(第４次規制)の適用が開始される令和７年 11 月を目指し、新基準原付の開

発を進めていることを申し添える。 

 

 

 

  

（連絡先） 

総務省自治税務局都道府県税課 

自動車税制企画室 

担当：花堂、岡部 

電話：03-5253-5663 



最高出力4.0kW以下であることの確認制度・公証方法

想定する対象者 最高出力の確認制度 最高出力の確認方法 対象車両 公証方法

主要二輪車メーカー

型式認定制度

【道路運送車両法

施行規則】

原動機単体で試験を実施

併せて最高出力抑制装置を確認
型式毎 原動機への表示

輸入事業者・小規模
製作者・改造事業者 最高出力確認制度

【新告示】

完成車状態で試験を実施

（駆動輪出力を測定し原動機出力に換算）

併せて最高出力抑制装置を確認

一定台数毎 原動機へのシール
貼付

個人輸入車・改造車 １台毎

最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示（シール）のサンプル

原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン（抜粋）

参考資料


	別添４ .pdf
	別添参考資料.pdf
	スライド番号 1



